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津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事に係る工事監理業務等 

特 記 仕 様 書 

 

Ⅰ 業務の概要 

 １ 業務名 

   津軽森林管理署金木支署庁舎等解体工事に係る工事監理業務等 

 

２ 業務期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月１０日（工事の施工完了）まで 

 

３ 対象施設等概要 

（１）工事場所 青森県五所川原市金木町芦野２００－４９８ 

（２）敷地面積 6,637.12 ㎡ 

（３）用途地域  都市計画区域外 

（４）防火地域  なし 

（５）建築物 

ア 施設名称 津軽森林管理署金木支署庁舎 

① 施設構造 木造２階建て   ② 延べ面積 702.00 ㎡ 

イ 施設名称 旧金木森林事務所 

① 施設構造 木造平屋建て   ② 延べ面積 139.12 ㎡ 

ウ 施設名称 車庫１ 

① 施設構造 鉄骨造平屋建て  ② 延べ面積  97.18 ㎡ 

エ 施設名称 車庫２ 

① 施設構造 木造平屋建て   ② 延べ面積  89.42 ㎡ 

オ 施設名称 倉庫１ 

① 施設構造 プレハブ     ② 延べ面積   9.82 ㎡ 

カ 施設名称 倉庫２ 

① 施設構造 木造平屋建て   ② 延べ面積  69.55 ㎡ 

キ 施設名称 自転車置場 

① 施設構造 鉄骨造平屋建て  ② 延べ面積  16.56 ㎡ 

（６）工作物 

ア 施設名称 鉄塔 

① 施設構造 鉄骨造   ② 高さ 約 22ｍ 

（７）その他 外構、樹木伐採・撤去及び整地工事等を含む 
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Ⅱ 業務の仕様 

 １ 基本的事項 

  （１）受注者は、本特記仕様書で定めるもののほか、「建築工事監理業務委託共通

仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」（以下「共通仕様書」という。）

に基づき業務の処理を行わなければならない。 

 

 （２）本業務に適用すべき技術基準等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める

官庁営繕の技術基準等によること。 

   

 ２ 管理技術者の資格要件 

   以下の要件を満たす管理技術者を配置すること。 

 （１）自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある、一級建築士又は二級建築士の資 

   格を有し、建築士法第 22 条の２に定める期間内に同条に定める定期講習を受 

講している者。 

（２）平成 23 年４月１日から令和８年３月 31 日までの期間に、同種業務において 

管理技術者、担当技術者として経験を有する者。 

ただし、各森林管理局・署等が発注した設計等業務であって、かつ、業務成 

績評定を受けている場合は、その評定点が 60 点未満のものは実績として認め 

ない。 

 

 ３ 一般業務 

 共通仕様書「第２章 工事監理業務の内容」に規定した項目のほか、以下の特 

記によることとし、各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督 

職員の指示によるものとする。 

また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するもの 

とする。 

（１）工事監理に関する業務 

ア 設計図書の内容の把握等の業務 

① 設計図書の内容の把握 

共通仕様書に定めるほか、以下について検討すること。 

・設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した 

場合は、監督職員に報告するとともに、工事の受注者等と協議し出来る 

限り改善策を検討すること。 

・上記が困難な場合には、質疑書を作成し、設計者への確認を監督職員 

に依頼すること。 

② 質疑書の検討 

・設計図書について工事の受注者等より質疑があった場合、工事の受注 

者等と十分に調整の上、監督職員と協議すること。 
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・必要に応じて、設計者への確認を監督職員に依頼すること。 

③ 図面等の作成 

設計図書の内容を工事の受注者等に技術的な観点から補足し、伝達する 

ため詳細図等の作成を行うこと。 

イ 施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する義務 

① 施工図の検討 

検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工 

事と設備工事等との整合の確認等について、十分留意すること。 

なお、施工図の検討をより効率的に行うため、施工図作成の基礎となる 

総合図等について工事の受注者が作成した場合には、総合図等の検討を行 

うこととする。 

② 工事材料、設備機器等の検討及び報告 

必要に応じて以下の内容について検討すること。 

・材料及び仕上見本等の検討 

・建築設備の機械器具の検討 

・上記について、設計者への確認が必要な場合には、監督職員に依頼す 

ること。  

ウ 工事と設計図書との照合及び確認 

設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出に 

よる確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認のいずれか 

の方法で行うこと。 

① 工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認 

工事の受注者から提出された、施工計画書（試験方法、使用材料、品質 

確認）、施工報告書（試験結果、数量計算書、工事写真等）の照合、確認 

を行うこと。 

② 受注者は、施工には努めて立会うとともに、必要に応じて各施工段階ご 

との検査に立ち会わなければならない。 

③ 確認については、試験、目視、計測の各行為の現場立会いによる確認、 

又は工事の受注者等が行った試験、目視、計測の結果を記した書面の確認 

のいずれかの方法で行うこと。 

④ 確認方法は、監督職員と事前に協議を行うこと。 

⑤ 工事施工後に外部から検査することの出来ない箇所は、工事の受注者等 

に写真を撮らせて保存しなければならない。 

エ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告 

① 上記ウによる確認を行った場合には、その結果を報告すること。 

オ 業務報告書等の提出 

① 共通仕様書に定めるほか、毎月末締めの翌月５日までに月間報告書を提 

出すること。 
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（２）工事監理に関するその他の業務 

ア 工程表の検討及び報告 

① 実施工程表を検討する業務 

イ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

① 総合施工計画を確認する業務 

② 工種別施工計画書を確認する業務 

③ 各施工計画書に記載の品質計画を検討する業務 

ウ 工事と工事請負契約の照合、確認、報告等 

① 工事と工事請負契約の照合、確認、報告等 

・受注者は、工事の受注者等から工事請負契約等に定めのある提出書類 

等が提出されたときは、その内容を確認し、監督職員に報告すること。 

② 工事請負契約に定められた指示、検査等 

・受注者は、工事の受注者等から中間出来高請求があった場合は、中間 

出来高内訳書等を提出させて調査し、監督職員に報告しなければならな 

い。また、中間出来高検査には立ち会わなければならない。 

・受注者は、監督職員から随時検査の実施を指示されたときは、工事の 

受注者等へ事前の検査準備を指示するとともに、既済部分について下検 

査を行う等の確認をした後、監督職員に報告し監督職員の検査に立ち会 

わなければならない。 

・受注者は、工事の受注者等から工事完了の報告を受けたときは下検査 

を行い、工事の完了を確認した後、監督職員に報告し、監督職員の検査 

に立会わなければならない。 

・検査によって手直し工事等の指示が生じた場合は、受注者は、工事の 

受注者等から手直し工事完了の報告を受け次第、手直し工事の完了を確 

認し、監督職員の検査に立会わなければならない。 

③ 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 

・破壊検査を行う必要がある場合には、原則として監督職員と協議しな 

ければならない。 

エ 関係機関の検査の立会い等 

受注者は、本工事に関し、関係機関の検査がある場合は、監督職員と協 

議の上、必要に応じて検査等へ立会い、業務にかかる資料を作成し、説明 

を行うものとする。 

 

４ 追加業務 

次に掲げる業務とする。 

各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督職員の指示による 

ものとする。 
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また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するもの 

とする。  

（１）関連工事の調整に関する業務 

工事が複数の工事の受注者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工 

事と密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整 

を行うべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。 

 

（２）施工計画等の特別の検討及び助言に関する業務 

現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器 

具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言す 

べき事項を監督職員に報告する。 

 

（３）完成図の確認 

ア 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その 

内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督職員に報告する。 

イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等 

に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告す 

る。 

 

５ その他 

（１）受注者は業務を遂行するに当たって、権限の範囲を越える以下の事項につ 

いては、速やかに監督職員に報告し、協議を行う等必要な措置をとらなけれ 

ばならない。 

ただし、緊急時の臨機の指示は行えるものとする。 

ア 契約書の内容に関わる変更などを必要とする場合。 

イ 設計図書に明記されていないもので、工事金額の増減や、意匠・構造に 

影響する事項。 

ウ 受注した業務のうち、次に掲げる重要な事項及び監理業務の範囲以外の 

事項。 

① 関係官公署から指示または注意を受けたとき。 

② 付近住民から苦情の申出があったとき。 

③ 工事の受注者等より、使用材料・施工法などについて変更の申出があ 

り、その申出に合理性があると認められるとき。 

④ 天候、気温その他、やむを得ない事由のため、設計図書により難い不利 

な条件の発生が予想されるとき。 

⑤ 天災、その他やむを得ない理由により、工事進捗に支障を来し、または 

工事が継続できない事情が生じたとき。 

⑥ 工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたとき。 
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⑦ 工事遅延の恐れのあるとき。 

⑧ 工事の受注者等に、契約書または各種法令の遵守に関し、重大な違反が 

あると認められるとき。 

 

（２）受注者は、工事の受注者等の決定に係る工事用材料及び機器の製作者（そ 

の施工者を含む。）の選択については、品質・性能上求められると判断する 

ものについて助言することができる。 

 

（３）受注者は、工事の受注者等に対し、既設工作物道路、並びに樹木等に損害 

を与えないように周到な方策を講じるよう助言することができる。 

 

Ⅲ 業務の実施  

１ 適用基準等 

特記なき場合は、国土交通省（旧建設省）大臣官房官庁営繕部が制定又は監 

修した技術基準等を適用する。 

 

２ 軽微な設計変更等 

（１）監督職員から軽微な変更の指示を受けたときは、当該変更に関する図面等 

の資料を作成する。 

 

（２）材料、工法等に関し、工事の受注者等より工事変更の申し出があったとき 

は、変更図面及び変更見積書を提出させ、審査のうえ止むを得ないと認めら 

れるときは監督職員と協議しなければならない。 

 

３ 打合せ及び記録  

（１）監督職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 

ア 業務着手時 

イ 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時 

 

（２）受注者は、工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的 

かつ密接に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 

 

４ 業務計画書 

業務計画書には、業務体制の内容を添付すること。 

 

５ 関係官公庁への手続き等 

受注者は、関係官公庁等への申請及び手続き業務が発生した場合は、監督職 

  員と協議の上、必要に応じて行うものとする。 
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６ 監理業務報告 

（１）受注者は、工事監理の各段階において次に掲げる書類を作成しなければな 

  らない。 

業務処理総括として、監理業務の主要実施事項を記入する。（監理報告書 

に記載） 

 

（２）受注者は、業務実施状況を示した監理報告書（月報）を作成し、翌月５日 

  までに監督職員へ提出しなければならない。 

 

（３）毎月末日には、工事の受注者等作成の月間工事報告書の内容を確認し、監 

  督職員に提出しなければならない。 

 

（４）施工図等検討資料の確認 

工事の受注者等が提出した協議書ならびに施工図等検討資料に、工事の受 

   注者等に対し報告すべき事項および提案事項を記載することとする。 

必要に応じて、監督職員からの指示内容が記載された「指示書」、受注者 

   と監督職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添付するこ 

と。 

 

（５）打合わせ議事録 

監督職員等との打合せ結果について、記載すること。 

 


